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令和６年度 

 

第４期湖沼水質保全計画策定事業 

八郎湖に係る湖沼水質保全計画（第４期）策定業務委託 

（Ｒ６－Ｏ１２－Ｙ１３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特 記 仕 様 書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活環境部環境管理課 八郎湖環境対策室 

 

 



2 

 

１ 設計業務共通仕様書の適用 

  本業務の施行にあたっては、秋田県「設計業務等共通仕様書（令和５年１０月以降適

用）」に基づき実施しなければならない。 

２ 秋田県「設計業務等共通仕様書」に対する特記仕様書 

  秋田県「設計業務等共通仕様書」に対する特記仕様事項は、次のとおりとする。 

 

 

第１章 総則 

 

第１条 目的 

  八郎湖では、第３期の湖沼水質保全計画（以下「計画」という。）が令和６年度を

もって終了するが、未だに毎年アオコの発生が確認され、依然として水質環境基準の

達成は困難な状況である。そこで、更なる水質保全を推進するため、令和６年度から

第４期計画の策定業務に着手する。 

  本業務では、第３期計画で講じた対策の効果検証、流入汚濁負荷量の算定、八郎湖

に最適な水質予測モデルの構築、秋田県環境審議会八郎湖水質保全部会（以下「審議

会部会」という。）で提案された各種対策による水質浄化効果の予測等を行い、第４

期計画の策定に必要な基礎資料を作成するものとする。 

  

第２条 業務実施期間 

  契約締結の日から令和８年３月２７日（金）まで 

 

第３条 打合せ 

  設計業務着手時、設計業務の主要な区切り、設計業務完了時に行う打合せは、令和６

年度、令和７年度の各年度に３回、計６回とする。 

    なお、打合せ時には必ず管理技術者が立会うものとし、打合せにおいて指示又は承認

した事項は本仕様書と同等の効力を有するものとする。 

 

 

第２章 業務内容 

 

第１条 基本条件 

以下に示す八郎湖の特徴等を考慮し、各業務を実施するものとする。 

１ 水域 

調整池、東部承水路、西部承水路の３水域各々について検討を行うものとし、各水域

の相互作用を考慮すること。この限りにおいては、さらに水域を細分化し検討するこ

とを妨げない。 
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２ 水質項目 

検討する項目は、ＣＯＤ、Ｔ－Ｎ、Ｔ－Ｐ、ＳＳ、ＤＯ、透明度、クロロフィル aとす

る。解析業務等に必要な場合は、その他の項目についても検討し、結果を示すこと。 

３ 水位、水量 

八郎湖の水位、水量は防潮水門等の操作により管理されており、大潟村の取水、排水

の影響を大きく受けるため、これを考慮すること。 

  ＜調整池・東部承水路＞ 

・かんがい期  ５月 １日 ～ ８月１０日 Ｔ．Ｐ．＋１．０ｍ 

８月１１日 ～ ９月１０日 Ｔ．Ｐ．＋０．７ｍ 

・非かんがい期 ９月１１日 ～ ４月３０日 Ｔ．Ｐ．＋０．５ｍ 

＜西部承水路＞ 

・かんがい期  ５月 １日 ～ ９月１０日 Ｔ．Ｐ．＋０．３５ｍ 

・非かんがい期 ９月１１日 ～ ４月３０日 Ｔ．Ｐ．＋０．２５ｍ 

４ アオコ 

アオコ発生期（７月～１０月頃）の水質が年間の水質に大きな影響を及ぼしているた

め、これを考慮すること。 

 ５ その他 

・各年度２回、計４回の審議会部会の作成資料部数は各回５０部程度を見込んでいる。 

・審議会部会への出席及び資料の説明は、原則として管理技術者が行うものとする。

やむを得ない事情により、管理技術者が出席出来ない場合は、調査職員に協議のう

え、出席及び資料説明者を決定する。 

・その他業務の遂行にあたり、上記以外に必要な条件がある場合は、調査職員に協議

のうえ明示すること。 

・第３期計画において使用した各種データについては、最新のデータが入手可能であ

るもの、見直しが可能であるものは、入手、見直しを行うものとする。なお、関係

機関からの情報収集は、原則として発注者が行うものとする。ただし、発注者が収

集・整理する資料以外に、受注者が必要性を判断し、自らが情報収集・整理をし、

業務成果の向上を図ることを妨げるものではない。 

・発注者の要望に応じて、水質予測モデルのアウトプットを行うこと。 

（任意の時間及び場所における水質予測結果等の出力） 

 

第２条 作業項目 

  作業項目は、以下のとおりとする。（別紙 作業項目一覧表参照） 

「１ 計画準備」から「１０ 打合せ協議」」までを令和６年度に行い、「１１ 令和６

年度（基準年）のデータ整理と水質予測モデルの現況再現計算」から「１８ 打合せ協議」

までを令和７年度に行う。 
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  １ 計画準備 

  １）業務計画書の作成 

   業務計画書を作成する。 

  ２）水質、気象・水象等関連データ等の整理 

   湖内及び流入河川の水質、気象・水象等関連データ、農業用揚排水機場・防潮水門

に関するデータを整理する。既存データが不足している場合は、適宜調査の実施等

により補うこと。 

  ３）排出負荷量等の整理 

   発生源別、小流域別、市町村別に排出負荷量を整理（発生源別フレームと原単位の

確認、排出負荷量の確認、原単位・フレームの変更に伴う、第３期計画の排出負荷

量の検証）する。 

  ４）八郎湖の水質を形成する仕組みや要因の整理 

   整理したデータ等から八郎湖の水質を形成する仕組みや要因を整理する。 

 ２ 水収支解析 

  １）水収支データの整理 

   流域からの流入水量、湖からの取水・排水量、海域への流出量を把握し、季節に合

わせた流域の土地利用方法による水文特性や流域の水利状況、湖内の水管理状況を

整理する。 

  ２）水収支解析 

水量の収支が合うように各項目の水量を水域別に調整し、負荷収支解析や水質予測

モデルに使用する水量を算定する。本業務では、水量の算定方法は指定しないが、

第３期計画と同等又はそれ以上の再現性を確保する。 

第３期計画期間の現況再現等は、令和４年度から令和５年度について検討するこ

と。 

 ３ 負荷収支解析 

  １）負荷量の算定手法の検討 

   八郎湖に適した流入負荷量の算定方法を検討する。 

   ２）負荷量の算定・変遷整理 

   採用した負荷の算定方法により負荷量を算定し、第３期計画期間の変遷を推定する。 

   ３）負荷収支解析 

   大潟村における湖水の循環利用を考慮した八郎湖の流入負荷量の算定方法を検討

し、流入負荷量の実態、変遷を推定する。また、八郎湖の流入出負荷量と負荷収支

から妥当性を検討するとともに、八郎湖の特徴を整理する。本業務では、流入負荷

量の算定方法は指定しないが、第３期計画と同等又はそれ以上の精度を確保する。

第３期計画期間の現況再現等は、令和４年度から令和５年度について検討するこ

と。 

 ４ 水質予測モデルの構築と現況再現計算 

  １）水質予測モデルの構築と現況再現計算 
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大潟村起因の汚濁負荷（リン溶出水、モール温泉等）を動的に捉え、八郎湖に合っ

た水質予測モデルを構築する。なお、モデルは再現性に優れ、各種水質保全に係る

対策の効果を反映できるものとする。特に、代かき排水、アオコ発生期における水

質変化の再現性に留意する。本業務では水質予測モデルの方式は指定しないが、

第３期計画と同等又はそれ以上の再現性を確保する。 

現況再現計算は令和７年度の作業に向け、新たな条件や対策に対応できるようにモ

デルを改良した水質予測モデルを構築する。 

  ２）水質予測モデルによる湖の水質を形成する仕組みの整理 

水質予測モデルによる湖水の流動や物質収支の解析により、湖の水質を形成する仕

組みを整理する。 

 ５ 第３期計画の進捗状況の整理 

  第３期計画の各対策の進捗状況をまとめ、それを踏まえた第４期計画の策定に向けた

方針を整理する。 

 ６ 第４期計画における湖内水質保全対策の検討 

  第４期計画の水質保全対策の検討を行い、第３期計画との相違点を整理する。あわせ

て、大学等外部研究機関での取り組みを活用した八郎湖及び大潟村における生態系サ

ービスの評価手法の検討を行う。また、土木工事が必要な対策については、その工法

検討や費用の試算を行う。 

 ７ 審議会部会の資料作成及び出席 

  １）審議会部会の資料作成 

   令和６年度の審議会部会（計２回）資料を作成する。 

  ２）審議会部会への出席、作成資料の説明 

   令和６年度の審議会部会（計２回）へ出席し、作成した資料の説明をする。 

  ８ 照査  

  令和６年度の業務の照査を行う。 

  ９ 報告書作成 

  令和６年度実施業務についての報告書作成を行う。 

  １０ 打合せ協議 

  令和６年度業務又は令和７年度業務に向けた打合せ（計３回）を行う。 

 １１ 令和６年度（基準年）のデータ整理と水質予測モデルの現況再現計算 

   令和６年度に構築した水質予測モデルに令和６年度の実績データを追加し、直近６年

間の現状再現計算により、再現性を検証する。 

 １２ 将来フレーム、将来負荷量の設定 

  水質予測モデルに、令和７年度までに整理された将来フレームと将来負荷量を組み込

み、流域からの負荷量と水量を算定する。 

１３ 対策実施による将来水質の予測計算 

 １）各種対策実施による将来水収支の計算 

  各種対策を実施した際の流域や湖の水収支を計算する。 
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  ２）各種対策実施による将来流入負荷量の計算 

   各種対策を実施した際の流域からの流入負荷量、湖内での生産等を予測し、物質収

支を計算する。 

  ３）実施すべき対策の抽出及び生態系サービスの評価手法の検討 

   各種対策の実現性や効果を整理し、実施すべき対策を抽出する。あわせて、抽出し

た対策を実施した場合における、生態系サービスの変遷を評価する手法の検討を行

う。 

  ４）水質保全計画策定のための水質予測計算及び計画の目標設定 

   対策の組合せ等を考慮して、湖の水質を予測する。 

 １４ 第４期計画案の作成 

環境省等協議及びパブリックコメント用の資料、第４期計画書案を作成する。 

  １５ 審議会部会の資料作成及び出席 

  １）審議会部会の資料作成 

   令和７年度の審議会部会（計２回）資料を作成する。 

  ２）審議会部会への出席、作成資料の説明 

   令和７年度の審議会部会（計２回）へ出席し、作成した資料の説明をする。 

  １６ 照査  

  実施業務全体の最終の照査を行う。 

  １７ 報告書作成 

  実施業務全体についての報告書作成を行う。 

  １８ 打合せ協議 

  令和７年度業務の打合せ（計３回）を行う。 

  

 

第３章 契約変更 

 

第１条 契約変更 

 契約の変更は、設計業務等共通仕様書第１１２２条によるものとする。 

 なお、調査職員と受注者との協議事項は、第２章第２条に示す作業項目に変更が生じた

場合とする。その他の事項については、必要に応じ双方協議のうえ決定する。 

 

 

第４章 成果品 

 

第１条 成果品 

１）令和６年度実施業務について、令和６年度末までに下記のとおり暫定的な報告書を

提出すること。提出する報告書は、紙ベースを２部、電子データ（ＣＤ－Ｒ等１度

しか書き込みできないものに限る。）を１部とし、提出方法等は秋田県設計業務等共
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通仕様書によるものとする。 

   ①業務報告書 

   ②業務報告書（概要版） 

   ③設計にあたり参考にした資料、文献集（紙ベースのものは１部で良い） 

２）２年間の実施業務について、令和８年３月２７日（金）までに下記のとおり最終的

な報告書を提出すること。提出する報告書は、紙ベースを１５部、電子データ（Ｃ

Ｄ－Ｒ等１度しか書き込みできないものに限る。）を２部とし、提出方法等は秋田県

設計業務等共通仕様書によるものとする。 

   ①業務報告書 

   ②業務報告書（概要版） 

   ③設計にあたり参考にした資料、文献集（紙ベースのものは１部で良い） 

 

 


